
○高崎市廃棄物処理施設等の事前協議等に関する規程手続フロー 

事前協議書の提出 

現 地 調 査 

事前協議書の公告・縦覧 

事業者による説明会の実施 

関係地域住民等の意見書の提出 

事業者への関係地域住民等の意見の提示 

事業者への技術指導等 

関係機関・専門

委員会 

意見書及び技術指導等に対する見解書の提出 

見解書の公告・縦覧 

見解書に対する関係地域住民等の意見書の提出 

合意書の取得指示 

事前協議の終了通知 

生活環境保全協定の締結 

関係法令に定める手続き 

協 
 

議 
 

打 
 

切 
 

り 

合意書の取得、写しの提出 

協議無効 

変更計画取下げ 

（市関係課により実施） 

（協議終了まで縦覧可能） 

（事前に計画書提出、実施後報告書提出） 

照会 

（協議終了まで縦覧可能） 

事前協議手続き 

事前協議書の補正指示 

説明会の開催方法指示 

期限内の対応 

協議書補正・説明会開催手続き 

協議取下げ 

協議中の計画変更の申し出 

承認後実施手続きの指定 

申し出内容審査 

計画変更手続き 

完了 未了 

承認 

不承認 

技術指導等に不適合 

提出期限切れ(1年) 

取得期限切れ(2年) 

申請期限切れ(2年) 

意見の反映 


